
日本原子力研究開発機構大洗研究所(北地区)の

核燃料物質使用変更許可申請について

（燃料研究棟）

令和5年9月13日

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所 燃料材料開発部
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本申請の概要
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（２）使用を終了した設備等に係る記載の見直し（廃止に向けた措置）

（１）貯蔵容器の金属容器詰替え作業に係る記載の見直し

使用を終了し解体・撤去する試験装置、グローブボックス及びフードに係り、使用目的、

使用方法等の記載の見直しを行う。

また、核燃料物質の取扱いが終了し、核燃料物質を取り扱わない維持管理設備とするグ

ローブボックスについて、記載の見直しを行う。

酸化物原料粉Pu+ 235 U： の貯蔵容器内の金属容器詰替え作業の終了に

伴い、当該作業に係る記載を削除する。

また、グローブボックスの最大取扱量及び貯蔵容器の貯蔵制限量について変更する。

（３）保管廃棄施設の保管物品の見直し（廃止に向けた措置）

保管廃棄施設について、（２）の解体・撤去に伴い発生する固体廃棄物の保管を追加す

る。





変更申請内容

作業の終了に伴い
金属容器詰替え作
業の記載を削除

2．使用の目的及び方法

整理番号 使用の目的

１

① （省略）

② 核燃料物質の集約施設への搬出に向け、移動用キャスクの制限量220g以下とするた

め、酸化物原料粉Pu+235U： の貯蔵容器内の一部の金属容器を取り

出し、別の貯蔵容器に詰替えを行う。

整理番号 使用の方法

１-②

（省略：すべて削除）
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（１）貯蔵容器の金属容器詰替え作業に係る記載の見直し



変更申請内容

作業の終了に伴い
金属容器詰替え作
業の記載を削除

7-3 使用施設の設備

使用設備の名称 個 数 仕 様

グローブボックス (省略) （省略）

臨界管理：

グローブボックス又はグローブボックス群（グローブボックスが連結さ

れている状態）を単一ユニットとして、911-Dを除くグローブボックスにつ

いては、Pu-溶液燃料の最小臨界値に安全係数を乗じた核的制限値220ｇ以

下になるようPu＋235U量で質量管理を行う。911-Dグローブボックスについ

ては、Pu-固体（乾燥）燃料の最小臨界値に安全係数を乗じた核的制限値2,

600gより十分小さい300g以下になるようPu＋235U量で質量管理を行う。各グ

ローブボックスの取扱量と併せ核的制限値を第2－2表に示す。

（省略）
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（１）貯蔵容器の金属容器詰替え作業に係る記載の見直し
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変更申請内容

第2－1表 使用の方法（グローブボックス）（続3）

使用場所 グローブボックス 使用目的 使用の概要

109号室

(照射準備室)

９１１－Ｄ

（空気雰囲気）

貯蔵容器の点検

貯蔵容器内金属容

器の取出し・収納

貯蔵容器等の搬出

入

金属容器詰替え作

業

１） 貯蔵容器及び金属容器の搬出入、点検及び金属容

器の取出し・収納を行う。

２） Pu+235U： の貯蔵容器＊内の金属容

器詰替え作業を行う。

作業の終了に伴い
金属容器詰替え作
業の記載を削除

＊

（１）貯蔵容器の金属容器詰替え作業に係る記載の見直し
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変更申請内容

第2－2表 最大取扱量（グローブボックス）

911-Dグローブ
ボックスについ
て金属容器詰替
え作業終了に伴
い最大取扱量を
変更

グローブ
ボックス

系
区分

Pu＋
235U

(g)

U＋Th

(g)

ﾕﾆｯﾄに
おける

Pu＋235U

(g)

グローブ
ボックス

系
区分

Pu＋
235U

(g)

U＋Th

(g)

ﾕﾆｯﾄに
おける

Pu＋235U

(g)

113 -D
(省略)

211 -W
(省略)

114 -D 301 -D

115 -D 302 -D

131 -D 303 -D

132 -D 701 -D

143 -W 702 -D

911 -D 乾燥系
220
300

440
220
300

（注）・表中のＵは天然ウラン及び劣化ウランとする。
・表中のユニットは臨界安全管理上の単一ユニットであり、そのPu＋235U量は核的制限
値とする。

（１）貯蔵容器の金属容器詰替え作業に係る記載の見直し
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変更申請内容

金属容器詰替え作
業終了に伴い
貯蔵設備の
貯蔵制限量の変更

（１）貯蔵容器の金属容器詰替え作業に係る記載の見直し

第8－1表 貯蔵設備の使用方法



変更申請内容

（1）動的閉じ込め機能は全て喪失しているとする。
（2）地震により飛散するおそれのある粉末の核燃料物質を取り扱うグローブボックス

の静的閉じ込め機能が喪失して放射性物質が部屋に漏えいし、同じく閉じ込め機能
が喪失した建家外壁から環境へ漏えいする。

（3）ソースタームとなる核燃料物質は、グローブボックス及びフード内220 300gPu(合
計)とする。このうち1×10-5が飛散する。

（4）グローブボックス及びフード内の飛散した放射性物質は、部屋に全量漏えいし(移
行率100%)、部屋から建家外へ漏えいする(移行率100%)。
 このとき、公衆の実効線量評価値は1.0 1.3mSvとなり、発生事故当たり5mSvを超え
ないため、安全上重要な施設に特定されない。

添付書類１

1.1 燃料研究棟における安全上重要な施設の有無について

1.1.3 地震による燃料研究棟の閉じ込め機能喪失時の評価
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（１）貯蔵容器の金属容器詰替え作業に係る記載の見直し
グローブボックス最大取扱量
300gの終了に伴い220gに変更





変更申請内容

220g単一ユニットからなる複数ユニットの相互間の臨界安全は、グローブボックスを対象に、計算コード
KENO-Ⅵによる臨界計算を行い安全を確認する。

⑴ グローブボックスにおける複数ユニットの臨界安全

1) 核的隔離条件

単一ユニット相互の端面間距離を 130㎝とする。

2) 計算の条件

①計算コード：KENO-Ⅵ（モンテカルロ法）

②核燃料物質：

・全量 239Puで 220ｇ、化学形はPuO2とする。

・単一ユニットの全量が一つに集合し、密度 3.5ｇ／㎤の球体を形成するものとする。

・含有する水分の量については、上記球体の空隙に入り込む水の量が実効増倍率に最も大きい影響を
与える状態を考慮した。

③周囲雰囲気：空気

④計算モデル：グローブボックス内の核燃料物質はグローブボックス表面から10㎝内部に集合したも
のとして、核燃料物質の相互間距離は 150㎝とした。この間隔をもって、平面上において無限に格
子配列されているものと仮定して解析を行う。なお、グローブボックス等の遮蔽効果は無視するも
のとする。

3) 計算の結果

計算の結果、実効増倍率は 0.3309±0.0006 （３σ) であり十分に未臨界である。

〇グローブボックスの未臨界性評価

最新の計算コードで再評価
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（１）貯蔵容器の金属容器詰替え作業に係る記載の見直し





変更申請内容

添付書類２

1.1 設計評価事故時の放射線障害の防止

核 種

実効線量

（Sv）

等 価 線 量 （Sv）

骨 肺 肝 臓

238Pu 4.4 ×10－5 4.4 ×10－4 2.6 ×10－4 9.4 ×10－5

239Pu 1.2 ×10－5 1.4 ×10－4 6.5 ×10－5 2.9 ×10－5

240Pu 1.1 ×10－5 1.2 ×10－4 5.9 ×10－5 2.6 ×10－5

241Pu 1.4 ×10－5 3.4 ×10－4 3.8 ×10－5 7.2 ×10－5

242Pu 4.8 ×10－9 5.7 ×10－8 2.6 ×10－8 1.2 ×10－8

241Am 6.1 ×10－6 2.5 ×10－4 5.3 ×10－6 1.4 ×10－5

232Th 1.8 ×10－10

合 計 8.8 ×10－5 1.3 ×10－3 4.3 ×10－4 2.4 ×10－4

第1.1.3-2表 実効線量及び等価線量

グローブボックス最大取扱量
300gの終了に伴い220gに変更

〇事故の想定
本施設で想定される事故のうち、周辺環境へ

の影響が最も大きい事故として、核燃料物質を
保有するグローブボックスの火災・爆発を考え
る。
以下の核燃料物質の取扱中を想定して排気筒

出口から放出された場合の周辺環境への影響を
評価する。
グローブボックス内の核燃料物質の量は最大
取扱量（Pu＋235Ｕで 220 300g 、
Ｕ＋Thで 880ｇ）とするが、それぞれプルト
ニウム220 300g、トリウム880gとして安全側
に評価する。

吸入摂取による内部被ばく量の評価結果を第
1.1.3-2表に示す。

実効線量は安全審査指針に記載がある 5mSv を十分下回っている。また等価線量も原子力安全委
員会によって報告された「核燃料施設の立地評価上必要なプルトニウムに関するめやす線量につい
て」に定められている、骨：2.4 Sv、肺：3 Sv及び肝臓：5 Svと比較して十分に小さい値であると
評価できる。 13

（１）貯蔵容器の金属容器詰替え作業に係る記載の見直し



整理番号 使用の目的

１

① 核燃料物質を集約施設への搬出まで一時貯蔵を行う。搬出までは、核燃料物質の管

理基準に従い貯蔵容器の点検を行う。また、貯蔵容器内の核燃料物質の健全性を確

認 確保するため、必要な表面観察、元素分析等 熱処理を行う。

（省略）

整理番号 使用の方法

１-①

取扱設備・機器：グローブボックス（空気あるいは不活性ガス雰囲気）36 17台を 配置

し、各種分析に必要な装置等を内装する。各グローブボックス及び実

験室の使用の方法を第2－1表に示す。

取扱核燃料物質：

劣化ウラン （化学形：U, UO2, U3O8, UN, UC, UH3, UCl3, UF6, UO2(NO3)2 ）

    （物理形：粉末、固体、溶液）

天然ウラン （化学形：U, UO2, U3O8, UN, UC, UH3, UCl3, UF6, UO2(NO3)2 ）

   （物理形：粉末、固体、溶液）

濃縮ウラン （化学形：U, UO2, U3O8, UN, UC, UH3, UCl3, UF6, UO2(NO3)2 ）

   （物理形：粉末、固体、溶液）

プルトニウム（化学形：Pu, PuO2, PuN, PuC, PuH3, PuCl3, PuF4, Pu(NO3)4 ）

（物理形：粉末、固体、溶液）

トリウム （化学形：Th, ThO2, ThN, ThC, ThH4, ThCl4, ThF4, Th(NO3)4 ）

（物理形：粉末、固体、溶液）

取扱数量：（省略）

（次ページに続く）

設備の撤去及び
核燃料物質の取
扱い終了により
記載の見直し
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変更申請内容

2．使用の目的及び方法

（２）使用を終了した設備等に係る記載の見直し（廃止に向けた措置）

設備等の使用終
了（保有核燃
料物質との整合）
のための表記の
見直し



2．使用の目的及び方法

整理番号 使用の方法

１-①

（前ページより続き）

取扱方法：

１．核燃料物質の熱処理及び健全性確認

核燃料物質の熱処理、Ｘ線回折、化学分析、電子線分析により、健全性評価に必要

なデータを取得 を確保する。各作業の詳細を以下に示す。

（1）貯蔵容器等の搬出入・金属容器の取出し（109号室：911-Dグローブボックス）

貯蔵設備から貯蔵容器を取り出した後、汚染検査を行う。貯蔵容器を管理区域内運

搬車にて109号室に移動し、貯蔵容器を汚染検査後、911-Dグローブボックスにバッグ

インする。

グローブボックス内で貯蔵容器を開封して、試料を封入した金属容器の入ったポリ

塩化ビニル製バッグ（以下「ビニルバッグ」という。）を取り出す。ビニルバッグ表

面の汚染検査後、汚染のないことを確認し、911-Dグローブボックスから金属容器を

収納したビニルバッグをバッグアウトする。金属容器を運搬用容器に収納して管理区

域内運搬車にて101、102、103又は107号室に移動する。グローブボックス内の作業に

おいて金属容器を収納したビニルバッグに汚染を検出した場合は、除染資材による汚

染の除去、汚染箇所のテープ等での固定、ビニルバッグの交換等を行う。

（2）熱処理（101号室：113-D、114-D及び115-Dグローブボックス）

（省略）

（次ページに続く）
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変更申請内容

設備の撤去及び
核燃料物質の取
扱い終了により
記載の見直し

（２）使用を終了した設備等に係る記載の見直し（廃止に向けた措置）



整理番号 使用の方法

１-①

（前ページより続き）

（3 2）酸化還元熱処理（101号室：131-D及び132-Dグローブボックス）

109号室の911-Dグローブボックスから移動した金属容器を収納したビニルバッグ表

面の汚染検査後、汚染のないことを確認して131-Dグローブボックスにバッグインす

る。

金属容器を131-Dから132-Dグローブボックスに移動して金属容器を開封し、核燃料

物質を分取する。132-Dグローブボックスから試料を移動し、131-Dグローブボックス

の酸化還元炉に装荷して試料の熱処理を行う。熱処理後、試料を取り出し、131-Dか

ら132-Dグローブボックスに移動して、試料を金属容器に封入し、131-Dグローブボッ

クスに移動する。金属容器をバッグアウトし、運搬用容器に収納する。管理区域内運

搬車を用いて109号室へ移動する。

火災防止のため、酸化還元炉は過昇温時と冷却水断水時に電源が切断される仕様と

し、グローブボックス内には消火剤を、グローブボックス外には消火器を配置する。

加熱中は常時作業員が監視を行うとともに、万一火災が発生した場合には、消火剤等

にて消火を行う。

（4）金属不純物定量（102号室：211-Wグローブボックス）

（省略）

（5）Ｘ線回折・高温Ｘ線回折（103号室：301-D、302-D及び303-Dグローブボックス）

（省略）

（6）試料表面処理・窒素定量・電子線分析（107号室：701-D及び702-Dグローブボック

ス）

（省略）

（次ページに続く）
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変更申請内容

設備の撤去及び
核燃料物質の取
扱い終了により
記載の見直し

2．使用の目的及び方法

（３）使用が終了した設備等に係る記載の見直し



整理番号 使用の方法

１-①

（前ページより続き）

（7 3）貯蔵容器内への金属容器収納・貯蔵容器の点検・貯蔵容器等の搬出入（109号

室：911-Dグローブボックス）

金属容器を運搬用容器に収納して管理区域内運搬車にて101、102、103又は107号室

から109号室に移動後、運搬用容器から金属容器を収納したビニルバッグを取出し後、

汚染検査を行う。汚染のないことを確認し、911-Dグローブボックスに金属容器を収

納したビニルバッグをバッグインする。

  （以下省略）

2．放射性廃棄物の固化・非破壊計量

（省略）

【安全対策】

（省略）

17

変更申請内容

設備の撤去及び
核燃料物質の取
扱い終了により
記載の見直し

2．使用の目的及び方法

（３）使用が終了した設備等に係る記載の見直し
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変更申請内容

３．核燃料物質の種類

（２）使用を終了した設備等に係る記載の見直し（廃止に向けた措置）

核燃料物質の種類 化合物の名称 主な化学形 性状（物理的形態）

劣化ウラン 金属ウラン（合金を

含む）

酸化ウラン

窒化ウラン

炭化ウラン

水素化ウラン

塩化ウラン

フッ化ウラン

硝酸ウラニル

U

UO2，U3O8
UN

UC

UH3
UCl3
UF6
UO2(NO3)2

粉末、固体、溶液、固体密

封

（密封以外はいずれも使用

に伴い化学形、性状が変化

する可能性がある。）

天然ウラン
同上 同上 同上

濃縮ウラン（濃縮度

20％未満）
同上 同上 同上

プルトニウム 金属プルトニウム

（合金を含む）

酸化プルトニウム

窒化プルトニウム

炭化プルトニウム

水素化プルトニウム

塩化プルトニウム

フッ化プルトニウム

硝酸プルトニウム

Pu

PuO2
PuN

PuC

PuH3
PuCl3
PuF4
Pu(NO3)4

同上

トリウム 金属トリウム（合金

を含む）

酸化トリウム

窒化トリウム

炭化トリウム

水素化トリウム

塩化トリウム

フッ化トリウム

硝酸トリウム

Th

ThO2
ThN

ThC

ThH4
ThCl4
ThF4
Th(NO3)4

同上

設備等の使用終
了（保有核燃
料物質との整合）
のための表記の
見直し
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変更申請内容

核燃料物質の取
扱い終了により
記載の見直し

7-3 使用施設の設備

使用設備の名称 個 数 仕 様

グローブボックス 13 4台 グローブボックスの設置場所及び使用目的を第2－1表に示す。グロー

ブボックスには空気雰囲気用と不活性ガス雰囲気用の2種類があるが、基

本的な仕様は同一であり、不活性ガス雰囲気用グローブボックスには不活

性ガス精製循環装置が付設されるなどの2、3の特殊仕様が付加される。グ

ローブボックスの共通仕様は以下のとおりである。

（以下省略）

（省略）

（２）使用を終了した設備等に係る記載の見直し（廃止に向けた措置）
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変更申請内容

7-4 使用施設の設備（核燃料物質を取り扱わない維持管理設備）

使用設備の名称 個 数 設置場所 仕 様
グローブボックス

１０１－Ｄ
１０２－Ｄ
１０３－Ｄ
１０４－Ｄ
１０５－Ｄ
１０６－Ｄ
１０７－Ｄ
１０８－Ｄ
１１３－Ｄ
１１４－Ｄ
１１５－Ｄ
１２３－Ｄ
１２４－Ｄ
１４２ Ｄ

11 13台
101号室
(調製室)

本グローブボックスの仕様は「7-3使用施設の設備」のうち、グ

ローブボックスの仕様と同様である。

ただし、核燃料物質の使用禁止表示を行い、核燃料物質の取扱

いを行わない。

グローブボックスには空気雰囲気用と不活性ガス雰囲気用の2種

類があるが、基本的な仕様は同一であり、不活性ガス雰囲気用グ

ローブボックスには不活性ガス精製循環装置が付設されるなどの

特殊仕様が付加される。

核燃料物質を取り扱わない維持管理設備のグローブボックスの

配置図を第8図に、概念図を第9図及び第10図に示す。

グローブボックス
２０１ Ｄ
２０２－Ｄ
２１２ Ｄ 

3台
102号室
(物性室)

グローブボックス
７１１ Ｄ 1台

107号室
(SEM室)

グローブボックス
８０１－Ｗ
８０２ Ｗ
８１１ Ｄ
８１２－Ｄ
８２１ Ｄ

5台
108号室
(分析室)

グローブボックス
９０１ Ｄ
９０２ Ｄ
９１２－Ｄ

3台
109号室

(照射準備室)

フード

Ｈ １ 1台
108号室

(分析室)

フードの配置図を第8図に、また、代表的概念図を第11図に示す。
共通概略仕様：

本 体：鋼板製、耐酸性樹脂塗装仕上げ
内 装：アスベストボード又は塩化ビニル、耐熱、耐薬品性（鉛

又はステンレス鋼内張）
窓 ：ガラス板

性 能：開口部（半開）の風速を0.5ｍ／s 以上に保つ

核燃料物質の使用禁止表示を行い、核燃料物質の取扱いを行わな
い。

フード

Ｈ ２

Ｈ－３
2 1台

111号室

(廃棄物

計量室)

フード

Ｈ－４ 1台

33号室

(放射線管理

測定室)

設備の撤去及び
核燃料物質の取
扱い終了により
記載の見直し

（２）使用を終了した設備等に係る記載の見直し（廃止に向けた措置）
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変更申請内容

第2－1表 使用の方法（グローブボックス）

核燃料物質の取
扱い終了により
記載の見直し

使用場所 グローブボックス 使用目的 使用の概要

101号室

(調製室)

１１３－Ｄ

（空気雰囲気）

物品搬出入 アルゴンガス雰囲気（114-D及び115-D）グローブボッ

クスへ核燃料物質、物品等を搬出入するときのアルゴン

ガス雰囲気保持のための中継作業を行う。

１１４－Ｄ

（ｱﾙｺﾞﾝ雰囲気）

熱処理 核燃料物質の安定化のための熱処理を行う。

１１５－Ｄ

（ｱﾙｺﾞﾝ雰囲気）

熱処理の準備 114-Dグローブボックスにおける熱処理の準備を行う。

１３１－Ｄ

（空気雰囲気）

酸化還元熱処理 核燃料物質の安定化 健全性確保のため空気、Ar-8%H2

ガス等の雰囲気での熱処理等を行う。

（２）使用を終了した設備等に係る記載の見直し（廃止に向けた措置）
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変更申請内容

第2－1表 使用の方法（グローブボックス）（続1）

設備の撤去によ
り記載の見直し

使用場所 グローブボックス 使用目的 使用の概要

101号室

(調製室)

１３２－Ｄ

（空気雰囲気）

酸化還元熱処理の

準備

131-Dグローブボックスにおける酸化還元熱処理の準

備を行う。

１４３－Ｗ

（空気雰囲気）

溶液処理 分析済廃液の固化処理等を行う。

102号室

(物性室)

２１１－Ｗ

（空気雰囲気）

金属不純物定量 溶液試料を高周波プラズマ励起で発光させ、その光ス

ペクトルを分光分析して不純物元素の同定及び定量を行

う。

（２）使用を終了した設備等に係る記載の見直し（廃止に向けた措置）
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変更申請内容

第2－1表 使用の方法（グローブボックス）（続2）

使用場所 グローブボックス 使用目的 使用の概要

103号室

(Ｘ線室)

３０１－Ｄ

（空気雰囲気）

試料搬出入 Ｘ線回折試料、物品等の搬出入を行う。

３０２－Ｄ

（空気雰囲気）

Ｘ線回折 各種試料のＸ線回折を行う。

３０３－Ｄ

（空気雰囲気）

高温Ｘ線回折 各種試料の高温Ｘ線回折を行う。

107号室

(SEM室)

７０１－Ｄ

（空気雰囲気）

試料表面処理

窒素定量

１）電子線分析装置で観察、分析する試料の前処理とし

て試料の表面処理を行う。

２）試料中の窒素の定量を行う。

７０２－Ｄ

（空気雰囲気）

電子線分析 試料の走査像の観察及び極微小領域の元素分析を行う。

（２）使用を終了した設備等に係る記載の見直し（廃止に向けた措置）

設備の撤去によ
り記載の見直し



25

変更申請内容

第2－2表 最大取扱量（グローブボックス）

設備の撤去及び核
燃料物質の取扱い
終了により記載の
削除

グローブ
ボックス

系
区分

Pu＋
235U

(g)

U＋Th

(g)

ﾕﾆｯﾄに
おける

Pu＋235U

(g)

グローブ
ボックス

系
区分

Pu＋
235U

(g)

U＋Th

(g)

ﾕﾆｯﾄに
おける

Pu＋235U

(g)

113 -D 乾燥系 220 880

220

211 -W 湿式系 50 200 50

114 -D 乾燥系 220 880 301 -D 乾燥系 220 880

220115 -D 乾燥系 220 880 302 -D 乾燥系 20 80

131 -D 乾燥系 220 880

220

303 -D 乾燥系 20 80

132 -D 乾燥系 220 880 701 -D 乾燥系 220 880

220

143 -W 湿式系 0.001 0.001 0.001 702 -D 乾燥系 20 80

911 -D (省略)

（注）・表中のＵは天然ウラン及び劣化ウランとする。
・表中のユニットは臨界安全管理上の単一ユニットであり、そのPu＋235U量は核的制限
値とする。

（２）使用を終了した設備等に係る記載の見直し（廃止に向けた措置）

143-Wについては
試験装置の洗浄廃
液の固化を行うた
めに必要な量への
見直し
（有意な量の核燃
料物質を取り扱わ
ない）



26

変更申請内容

第7－1表 グローブボックス内主要試験装置

設備の撤去によ
り記載の削除

使用場所 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 試験装置名 数量 備 考

101号室

(調製室)

１０２ Ｄ

１０７ Ｄ

１０８ Ｄ

１１４－Ｄ

１１５ Ｄ

１２４ Ｄ

１３１－Ｄ

１３２ Ｄ

１４２－Ｄ

反応炉

小型赤外線加熱炉

焼結炉

粉末成形プレス

溶融塩電解炉

電解処理装置

電解試験炉

アーク溶解炉

試料焼鈍炉

熱量測定装置

射出成形装置

合金加熱炉

酸化還元炉

試料矯正加工装置

円筒形試料成型機

１式

１式

１式

１式

１式

１式

１式

１式

１式

１式

１式

１式

１式

１式

１式

電気炉等の構造材は不燃材で構成

し、表面温度を低くするため十分な

断熱構造とする。また、過加熱防止

のためインターロック機能を装備す

る。

102号室

(物性室)

２０１ Ｄ

２０２ Ｄ

２１１ Ｗ

２１２－Ｄ

高温熱処理炉

熱定数測定装置

金属不純物測定装置

蒸気圧測定装置

１式

１式

１式

１式

103号室

(X線室)

３０２ Ｄ

３０３ Ｄ

Ｘ線回折装置

高温Ｘ線回折装置

１式

１式

107号室

(SEM室)

７０１－Ｄ

７０２ Ｄ

７１１ Ｄ

窒素定量装置

電子線分析装置

高温音速弾性率測定装置

１式

１式

１式

108号室

(分析室)

８１１ Ｄ

８２１－Ｄ

酸素・窒素分析装置

炭素分析装置

１式

１式

109号室

(照射準備室)

９０２ Ｄ

９１２ Ｄ

燃料ピン溶接装置

小型熱処理炉

１式

１式

（２）使用を終了した設備等に係る記載の見直し（廃止に向けた措置）



変更申請内容

第８図 グローブボックス及びフード配置図

：解体・撤去予定のグローブボックス・フード

：使用を継続するグローブボックス
（その他はすべて核燃料物質を取り扱わない維持管理設備）

27

（２）使用を終了した設備等に係る記載の見直し（廃止に向けた措置）
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変更申請内容

9-3 固体廃棄施設
(3) 固体廃棄施設の設備

設備の解体・撤去で
発生した物品を保管
するため、使用する
容器を追加または削
除する。

保
管
容
器

種類及び個数

金属製容器Ａ：最大２６３個(廃棄物保管室1)
  最大２０個(廃棄物保管室2)
  最大４０個(トラックエアロック室)

金属製容器Ｂ：最大３個(廃棄物保管室2)
金属製容器Ｃ：最大１４１個(廃棄物保管室1)

  最大３個(廃棄物保管室2)
  最大３個(トラックエアロック室)

金属製容器Ｄ：最大６２個(廃棄物保管室1)
  最大５個(トラックエアロック室)

金属製コンテナ：最大１台(廃棄物保管室2)
 最大１台(トラックエアロック室)

金属製保管庫Ａ：５台(廃棄物保管室2)
金属製保管庫Ｂ：２台(トラックエアロック室)

内容物の物理的性状 固体

構造及び材料

金属製容器Ａ：鋼製容器
寸法：直径約φ300mm×高さ約400mm,厚さ：約0.4mm

金属製容器Ｂ：鋼製容器
寸法：直径約φ500mm×高さ約700mm,厚さ：約1.6mm

金属製容器Ｃ：鋼製容器
寸法：直径約φ400mm×高さ約600mm,厚さ：約1.2mm

金属製容器Ｄ：鋼製容器
寸法：直径約φ600mm×高さ約900mm,厚さ：約1.6mm

金属製コンテナ：鋼製コンテナ
容積：約0.5m3

板厚：約1.5mm
金属製保管庫Ａ：鋼板製保管庫

寸法：幅約1.0m×奥行約0.6m×高さ約1.9m
板厚：約1.5mm

金属製保管庫Ｂ：鋼板製保管庫
寸法：幅約1.8m×奥行約1.0m×高さ約2.1m
板厚：約1.5mm

受皿、吸収材等 該当なし
標識を付ける箇所 保管容器表面

（３）保管廃棄施設の保管物品の見直し（廃止に向けた措置）
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変更申請内容

第2－1表 使用の方法（実験室等）（続４）

保管廃棄施設（１１２号室）に
ついて、設備の解体・撤去で発
生した物品を保管する。

使用場所 使用目的 使用の概要

（省略）

112号室

(廃棄物保管室1)

α固体廃棄物の保管 108号室汚染物品を分別し、金属容器に収納完了したも

のα固体廃棄物は廃棄物管理施設へ移送するまでの間、保

管する。

試験装置、グローブボックス（102、103、107、108 及

び109 号室）及びフード（108 及び111 号室）の解体・撤

去で発生したα固体廃棄物は廃棄物管理施設へ移送するま

での間、保管する。

（省略）

（３）保管廃棄施設の保管物品の見直し（廃止に向けた措置）




